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思いやりと交流で創る   新生文化都市
SHIMOTSUKE-CITY

　

平
成
23
年
分

　

青
色
申
告
決
算
等

　

説
明
会
の
お
知
ら
せ

　

税
務
署
で
は
、
青
色
申

告
決
算
書
の
作
成
方
法
や

作
成
に
あ
た
っ
て
の
注
意

点
な
ど
に
つ
い
て
、
下
記

の
と
お
り
説
明
会
を
開
催

し
ま
す
。

　

な
お
、
説
明
会
で
使
用

す
る
資
料
は
、
当
日
、
会

場
で
配
付
し
ま
す
。

　

講
師
は
、
税
務
署
職
員

又
は
税
務
署
が
依
頼
し
た

税
理
士
が
行
い
ま
す
。

※
対
象
地
区
以
外
の
会
場

に
も
ご
出
席
い
た
だ
け
ま

す
。

※
各
会
場
は
、
駐
車
場
が
狭

い
た
め
、
車
で
の
ご
来
場
は

ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

※
不
動
産
所
得
の
あ
る
方

の
説
明
会
の
開
催
予
定
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
適
宜
、
下
記

の
い
ず
れ
か
の
説
明
会
に

ご
出
席
い
た
だ
け
ま
す
。

●
申
し
込
み
先

　

栃
木
税
務
署　
　
　
　

　

☎
0
2
8
2（
22
）0
8
8
5

　

自
動
音
声
案
内
の
「
２
」

を
お
選
び
く
だ
さ
い
。

　

平
成
23
年
分
年
末

　

調
整
説
明
会
の
お

　

知
ら
せ

　

給
与
所
得
者
に
係
る
年

末
調
整
説
明
会
を
下
記
の

日
程
に
よ
り
開
催
し
ま
す
。

　

出
席
の
際
に
は
「
年
末

調
整
の
し
か
た
」
及
び

「
給
与
所
得
の
源
泉
徴
収

票
等
の
法
定
調
書
の
作
成

と
提
出
の
手
引
」
を
ご
持

参
く
だ
さ
い
。

※
都
合
に
よ
り
、
指
定
さ

れ
た
会
場
に
出
席
で
き
な

い
場
合
に
は
、
他
の
会
場

に
出
席
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

●
申
し
込
み
先

　

栃
木
税
務
署　
　
　
　

　

☎
0
2
8
2（
22
）0
8
8
5

　

自
動
音
声
案
内
の
「
２
」

を
お
選
び
く
だ
さ
い
。

　

東
日
本
大
震
災
被
災
者
の
た
め
の
所
得
税
の

　

申
告
相
談

　
東
日
本
大
震
災
で
住
宅
や
家
財
な
ど
に
損
害
を
受
け
た
方
は
、

震
災
特
例
法
の
施
行
に
よ
り
、
平
成
22
年
分
の
所
得
税
の
軽
減

ま
た
は
免
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
平
成
23
年
分
の
雑
損
控
除
や
雑
損
失
の
申
告
に
つ
い
て
の

事
前
相
談
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
ご
予
約

の
う
え
栃
木
税
務
署
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●
日　

時

　

平
日
の
午
前
９
時
〜
午
後
４
時

（
土
・
日
曜
日
、
祝
休
日
を
除
く
）

●
場　

所

　

栃
木
税
務
署
（
栃
木
市
本
町
1
7
番
7
号
）

●
対　

象

　

東
日
本
大
震
災
で
住
宅
や
家
財
な
ど
に
損
害
を
受
け
ら
れ

た
方

●
申
し
込
み

　

事
前
に
電
話
予
約
が
必
要
で
す
。

※
申
し
込
み
は
、
自
動
音
声
の
案
内
に
従
っ
て
、
番
号
「
２
」

を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

※
電
話
に
よ
る
相
談

　

税
務
署
に
お
か
け
い
た
だ
い
た
電
話
は
、
す
べ
て
自
動
音

声
に
よ
り
ご
案
内
し
て
お
り
、
現
在
、
東
日
本
大
震
災
に
関

す
る
国
税
の
ご
相
談
の
た
め
の
専
用
番
号
（
０
番
）
を
設
け

て
い
ま
す
。

　

東
日
本
大
震
災
に
関
す
る
国
税
の
ご
相
談
は
、
番
号
案
内

に
従
っ
て
番
号
「
０
」
を
、
そ
れ
以
外
の
国
税
に
関
す
る
一

般
的
な
ご
相
談
は
番
号
「
１
」
を
、
個
別
的
な
ご
相
談
の
た

め
の
事
前
予
約
手
続
き
は
番
号
「
２
」
を
選
択
し
て
く
だ
さ

い
。

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

栃
木
税
務
署　

☎
0
2
8
2（
22
）0
8
8
5

栃
木
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

栃木税務署からのお知らせ

対象者 開催日 開催時間 開催場所 対　象

開催日 開催時間 開催場所 対　象

営業所得
のある方

農業所得
のある方

12月1日（木） 小山市立中央公民館　第１研修室
小山市中央町１-１-１
（小山市役所隣小山市中央市民会館内）

栃木市文化会館小ホール
栃木市旭町12-16

12月6日（火）

11月17日（木）

11月18日（金）

栃木市・岩舟町・壬生町

小山市・下野市・野木町

午前10時～11時45分
午後2時～3時45分

午前10時～11時45分
午後2時～3時45分

栃木市文化会館大ホール
栃木市旭町12-16

小山市文化センター大ホール
小山市中央町1-1-1

午後2時～4時

午前10～正午12月6日（火）

小山市・野木町

栃木市・下野市・
壬生町・岩舟町

全市町

広
報
し
も
つ
け　

23
･
11
月
号


